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令和８年度 運転手に関する人材確保支援制度検討業務委託 

業者選定実施要領 

 

１.公募型プロポーザルの目的 

本公募型プロポーザルは、「令和８年度 運転手に関する人材確保支援制度検討業務」

を委託するにあたり、広く提案を公募し、最も適切な者を当該業務の受託候補者として

特定することを目的とし、その募集手続等の必要な事項を定めるものとする。 

 

２.業務概要 

（１）業務名 

令和８年度 運転手に関する人材確保支援制度検討業務委託 

（２）業務目的・ 内容 

「令和８年度 運転手に関する人材確保支援制度検討業務委託仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結日から令和９年３月１５日まで 

（４）履行場所 

川崎市内 

（５）提案上限額 

  ８，０００,０００円 （消費税額及び地方消費税額を含む。） 

 

３ 担当部署 

川崎市まちづくり局交通政策室（担当 小室、原） 

住 所：〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 

電 話：044-200-1209 

E-mail：50kousei@city.kawasaki.jp 

 

４ スケジュール 

内 容 日 程 

質問の受付期間 令和８年４月２４日（金）～４月３０日（木） 

質問の回答 令和８年５月８日（金）を予定 

参加表明書類の提出締切日 令和８年５月１２日（火） 

参加資格審査結果の通知 令和８年５月１５日（金）を予定 

企画提案書等の提出締切日 令和８年５月２９日（金） 

ヒアリング審査の実施 令和８年６月８日（月）を予定 

審査結果通知 令和８年６月中旬頃を予定 

契約（予定） 令和８年６月下旬頃を予定 
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５ 参加資格 

 本プロポーザルに参加することができる者は、単独の法人とし、次に掲げる要件を備

えた者とする。 

【法人が満たすべき要件】 

（１）法人であること。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく、更生手続き開始の申立て中、

又は更生手続き中でないこと。 

（３）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく 、再生手続き開始の申立て中、

又は再生手続き中でないこと。 

（４）破産法（平成 16年法律第 75 号）に基づく、破産手続き開始の申立て中、又は破

産手続き中でないこと。 

（５）川崎市暴力団排除条例（平成 24 年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団

員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有するものでないも

の及び神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23条第１

項又は第２項の規定に違反していないものであること。 

（６）川崎市及び国・近隣自治体において契約規則等に基づく資格停止期間中及び指名

停止期間中でないこと。 

（７）川崎市及び他官庁ならびに企業等のいずれかにおいて、運輸業（一般乗合旅客自

動車運送事業）の人材確保に関する業務又はこれに類する業務実績を有すること。 

 

６ 参加申込に関する手続き及び書類 

（１）質問の受付 

受付期間 令和８年４月２４日（金）～４月３０日（木）午後５時まで 

提出方法 質問書（様式５）に必要事項を記載の上、Ｅメールまたは持参により

提出すること。 

※電話又は口頭による質問は受け付けない。 

回答日 令和８年５月８日（金） 

回答方法 下記の市ホームページで公表する。 

(https://www.city.kawasaki.jp/templates/proposal/500/00001

86368.html） 

※質問を提出した事業者名は公表せず、全ての質問と回答を公表す

る。 

※質問への回答は、本募集要項と一体のものとして同等の効力を有

するものとする。 

※意見の表明と解されるもの、審査内容に関わるもの等については、

回答しないことがある。 

提出先 「３ 担当部署」のとおり 
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（２）参加表明書類の提出 

提出締切日 令和８年５月１２日（火）午後５時まで 

提出書類 参加を希望する場合、次の書類を１部ずつ提出すること。 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 事業者概要書（様式２） 

ウ 類似業務実績書（様式３） 

エ 参加資格誓約書（様式４） 

（同種及び類似業務の実績については、参加表明書等の提出日まで

に履行が完了したものに限る） 

オ 同種及び類似業務の実績を証する契約書の写し等 

【添付資料】 

・会社案内、会社パンフレット等（法人の概要・事業内容等がわかる

もの） 

提出方法 上記書類をＥメールまたは持参により提出すること。 

※持参の場合 受付：午前８時３０分～午後５時００分 

ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く 

提出先 「３ 担当部署」のとおり 

（３）提案資格確認結果通知書 

参加表明書を提出した事業者に対して、資格の有無を確認し、令和８年５月１５日

（金）までにＥメールにより「提案資格確認結果通知書」を送付する。 

提案資格確認結果の理由について説明を希望する者は、通知を受け取った日から７

日以内に書面によりその旨を申し出るものとする。 

（４）企画提案書類の提出 

提出締切日 令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

提出書類 【企画提案書類】 

・企画提案書（様式自由） 

  ※Ａ４またはＡ３で印刷可能なもので、20枚を上限とする。 

・実施体制表（様式自由） 

・工程計画表（様式自由） 

・見積書（様式自由） 

留意事項 ア 上記書類をＥメール、持参、郵送のいずれかにより提出すること。 

※Ｅメールの場合 データの容量が大きい場合、本市指定のオン

ラインストレージによるデータの提出も可と

する。 

※持参の場合 受付：午前８時３０分～午後５時００分 

ただし、閉庁日（土曜日、日曜日及び休日）を除く 

※郵送の場合 提出締切日必着とし、郵送した旨を電話またはＥ  

       メールにて担当部署に連絡すること。 

イ 提案書は１者１提案とし、２以上の提案書が提出された場合は失

格とする。 

ウ 提案書の内容は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよ

う、分かりやすい内容にすること。 

提出先 「３ 担当部署」のとおり 
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（５）ヒアリング審査 

実施日 令和８年６月８日（月）を予定 

会場 川崎市役所を予定 

審査方法 審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、運転手に関する人材確

保支援制度検討業務プロポーザル評価選考委員会（以下「評価選考委

員会」という。）を設置し、書類及びプレゼンテーションによる審査

を行う。 

提案書評価

項目及び 

評価基準 

「９ 提案内容の評価」のとおり 

留意事項 ・実施日時や実施方法の詳細は、一次審査の実施後に事業者に連絡す

る。 

・説明２０分、質疑５～１０分程度を想定する。 

・説明は提出された企画提案書をスクリーンに表示した状態で実施

する。 

・出席者は最大５名とし、提案内容について網羅的に説明し、質疑応

答に対応できる人員を配置すること。 

（６）受託候補者の特定 

ア 評価選考委員会での審査の結果、最高得点の提案書等を提出した者を受託候補

者として特定する。ただし、出席委員の総合計点が満点の６割に達していないと

判断された場合においては、この限りではない。 

イ 最高得点者が２者以上あった場合は、 評価選考委員会で協議の上、受託候補

者を特定する。 

ウ 最高得点者が辞退その他の理由で契約交渉ができない場合は、次点の者を受託 

候補者とする。 

（７）審査結果の通知・公表 

通知日 令和８年６月中旬頃を予定 

通知方法 審査結果は、全ての応募事業者にＥメールにより通知するととも

に、下記の市ホームページで公表する。 

(https://www.city.kawasaki.jp/templates/proposal/500/0000

186368.html） 

 

７ 応募の辞退 

参加申込書類を提出した後に、参加を辞退される場合は、速やかに担当部署に電話

連絡の上、Ｅメールまたは持参により応募辞退届（様式６）を提出すること。 
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８ 提案内容の評価 

次の項目に基づき行い、最高得点を得た者を本委託業務の選定業者候補とする。 

ただし、採点の結果、基準点（採点した全評価委員の合計点の６割）に満たない提

案は選定しないものとする。 

なお、採点の結果、最高得点の提案が複数あった場合（同点の場合）は、「（１）企

画作成力」及び「（２）企画実行力」による評価点数の高い提案者を選定する。それで

も決定しない場合は、委員の協議により最終順位を決定する。 

（１） 企画作成力 

≪創意工夫・独創性≫ 

・提案者の持つ強みや知見を活かした効果的な提案内容となっているか。 

・「新規採用」と「離職防止」の観点を踏まえた提案内容となっているか。 

・都市部における本市の地域特性を踏まえた提案内容となっているか。 

・各バス事業者の特徴や強みを引き出す提案内容となっているか。 

≪地域公共交通計画との整合性≫ 

・「運転手等の負担軽減に資する経営改善等の取組」に資する提案内容となってい

るか。 

※川崎市地域公共交通計画は、川崎市ホームページを参照のこと。 

（https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000126904.html） 

（２）企画実行力 

・仕様書の内容が反映されているか。 

・提案内容に対して費用が妥当であるか。 

（３）実施体制及びスケジュール 

・提案内容を確実に実施するための適切な実施体制や人員配置になっているか。 

・バス事業者が実施する提案型実証実験の取組時期を加味したうえで、適切な業務

スケジュールとなっているか。 

（４）業務実績 

・類似する業務の実績や知識・ノウハウを有しているか。 

 

９ その他 

（１）提出書類の追加・変更は原則として認められない。 

（２）提案者から提出された書類等については、理由の如何に関わらず返却しない。 

（３）次に掲げるいずれかの場合に該当する場合は本件の参加を無効とする。 

ア 「５ 参加資格」の条件を満たさなくなった場合 

イ 提出書類が期限に間に合わなかった場合 

ウ 提出書類に不備があった場合 

エ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

オ 見積書が提案上限額を超過した場合 

カ 談合その他不正行為があった場合 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000126904.html
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（４）本プロポーザルに要した費用は提案者の負担とする。 

（５）提出書類及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨

に限る。 

（６）契約書作成の要否  要 

（７）契約保証金 

川崎市契約規則（昭和 39 年川崎市規則第 28 号）第 33 条各号に該当する場合

は免除となるが、それ以外の場合は、契約金額の 10 パーセントを納付する必要が

ある。 

（８）契約条項等の閲覧 

川崎市契約規則等は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」で閲覧できる。 

（http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） 

（９）委託代金の支払 

委託業務の全部が完了した後の支払を原則とするが、発注者と受注者との協議に

より、委託業務の一部に既済部分があると認められる場合に限り、発注者による中

間検査を経て、当該既済部分に係る委託代金の一部を支払うことができるものする。 

（10）提出書類に関して説明を求められた場合は、応じること。 
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